
（別紙）  
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農作物共済引受要綱（平成30年５月８日付け30経営第380号農林水産省経営局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第１章 通則 

第１節～第７節 （略） 

第８節 基準収穫量及び耕地別基準収穫量 

第１章 通則 

第１節～第７節 （略） 

第８節 基準収穫量及び耕地別基準収穫量 

第１～第３ （略） 第１～第３ （略） 

第４ 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量 第４ 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量 

  １ 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量 

  都道府県知事は、経営局長が都道府県知事に対して通知した当該

都道府県の当該類区分に係るその年の10アール当たり収穫量（以下

「経営局長通知収穫量」という。）を基礎として、特定組合等以外

の組合等及び一の都道府県の区域をその区域とする特定組合ごとに

、毎年、類区分ごとの10アール当たり収穫量を次の（１）の規定に

より定め、組合等に通知する。  

なお、（１）の方法により定めることができない場合は、（２）

の方法により定める。 

ただし、一の都道府県の区域をその区域とする特定組合に対して

は、都道府県知事が（１）又は（２）の方法による計算が不要と判

断した場合にあっては、（１）又は（２）の方法によらず、経営局

長通知収穫量と同じ値を定め、当該特定組合に通知することができ

る。 

（１）市町村ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。

ア～ウ （略）

エ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定

ウにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する経営局長通知収穫量の比率を求め、次の（ア）又は（イ

）により当該組合等の10アール当たり収穫量の決定を行う。 

ただし、当該比率を用いた場合に、近年の10アール当たり収

穫量の状況を反映させることができないと認めるときは、関係

  １ 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量 

  都道府県知事は、経営局長が都道府県知事に対して通知した当該

都道府県の当該類区分に係るその年の10アール当たり収穫量を基礎

として、特定組合等以外の組合等及び１の都道府県の区域をその区

域とする特定組合ごとに、毎年、類区分ごとの10アール当たり収穫

量を次の（１）の規定により定め、組合等に通知する。  

なお、（１）の方法により定めることができない場合は、（２）

の方法により定める。 

（新設） 

（１）市町村ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。

ア～ウ （略）

エ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定

ウにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する毎年経営局長が定めた当該都道府県に係るその年の10ア

ール当たり収穫量の比率を求め、次の（ア）又は（イ）により

当該組合等の10アール当たり収穫量の決定を行う。 

（新設） 
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機関の意見を聴いて、当該比率と１の間において、組合等の10

アール当たり収穫量の決定に用いる比率を定めることができる

。この場合、都道府県知事は、理由を経営局長に報告する。 

（ア） （略） 

（イ）組合等の区域が一の市町村と一致していない組合等につい

ては、その比率を、広域組合等にあってはイの（ア）の方法

により算出された10アール当たり収穫量の概算値に、その他

の組合等にあってはイの（ア）の方法により推定された組合

等の10アール当たり収穫量の概算値に、それぞれ乗じて得ら

れた数量を、当該組合等の10アール当たり収穫量として決定

する。 

（削る。） 

 

 

 

 

  （削る。） 

（２）組合等ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。 

ア・イ （略） 

ウ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定 

イにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する経営局長通知収穫量の比率を求め、その比率をアの組合

等ごとの平均10アール当たり収穫量に乗じて得られた数量を組

合等ごとの10アール当たり収穫量として決定する。 

ただし、当該比率を用いた場合に、近年の10アール当たり収

穫量の状況を反映させることができないと認めるときは、関係

機関の意見を聴いて、当該比率と１の間において、組合等ごと

の10アール当たり収穫量の決定に用いる比率を定めることがで

きる。 

 

この場合、都道府県知事は、理由を経営局長に報告する。 

（３）・（４）（略） 

 

 

 

（ア） （略） 

（イ）組合等の区域が一の市町村と一致していない組合等につい

ては、その比率を、広域組合等にあってはイの（ア）の方法

により算出された10アール当たり収穫量の概算値に、その他

の組合等にあってはイの（ア）の方法により推定された組合

等の10アール当たり収穫量の概算値に、それぞれ乗じて得ら

れた数量を、当該組合等の10アール当たり収穫量として決定

する。 

ただし、当該比率を用いた場合に、近年の10アール当たり

収穫量の状況を反映させることができないと認めるときは、

関係機関の意見を聴いて、当該比率と１の間において、組合

等の10アール当たり収穫量の決定に用いる比率を定めること

ができる。 

この場合、都道府県知事は、理由を経営局長に報告する。 

（２）組合等ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。 

ア・イ （略） 

ウ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定 

イにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する毎年経営局長が定めた当該都道府県に係るその年の10ア

ール当たり収穫量の比率を求め、その比率をアの組合等ごとの

平均10アール当たり収穫量に乗じて得られた数量を組合等ごと

の10アール当たり収穫量として決定する。 

ただし、当該比率を用いた場合に、近年の10アール当たり収

穫量の状況を反映させることができないと認めるときは、関係

機関の意見を聴いて、当該比率と１の間において、組合等ごと

の10アール当たり収穫量の決定に用いる比率を定めることがで

きる。 

この場合、都道府県知事は、理由を経営局長に報告する。 

（３）・（４）（略） 
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２ 10アール当たり収穫量の据置き 

都道府県知事は、１により組合等ごとの10アール当たり収穫量を

定めることを原則とするが、経営局長通知収穫量が前年のものと同

一であり、かつ、その年の組合等の10アール当たり収穫量を定める

場合に基礎とすべき１の（１）の市町村ごとの平均10アール当たり

収穫量又は１の（２）の組合等ごとの平均10アール当たり収穫量が

、前年の組合等の10アール当たり収穫量を定める場合に基礎とした

１の（１）のアの市町村ごとの平均10アール当たり収穫量又は１の

（２）のアの組合等ごとの平均10アール当たり収穫量とほとんど差

がない場合は、前年の組合等の10アール当たり収穫量と同一の数量

をその年の組合等の10アール当たり収穫量として定めることができ

る。ただし、この措置は、１の（１）のウの都道府県の平均10アー

ル当たり収穫量を算出した場合の基礎的な条件（例えば、市町村ご

との平均10アール当たり収穫量等）にそれほどの変化がないことを

前提としているのであるから、それらの基礎的な条件のいずれかに

著しい変化があった場合には、１に従って計算し、組合等ごとの10

アール当たり収穫量を新たに定める。 

 

３ 経営局長への報告 

都道府県知事は、１又は２により組合等ごとの10アール当たり収

穫量を決定し、通知したときは、遅滞なく、その組合等ごとの10ア

ール当たり収穫量及びその算出方法の一覧表を作成して経営局長に

報告する。なお、１の（１）のアの（イ）又は１の（２）のアの（

イ）により市町村又は組合等ごとの平均10アール当たり収穫量を修

正して10アール当たり収穫量を定めた組合等については、その理由

を、また、１のただし書の規定に基づき経営局長通知収穫量と同じ

値を定めた場合又は２により前年と同一の組合等ごとの10アール当

たり収穫量を定めた場合には、その旨を、併せて報告する。 

４ （略） 

第９節～第19節 （略） 

２ 10アール当たり収穫量の据置き 

都道府県知事は、１により組合等ごとの10アール当たり収穫量を

定めることを原則とするが、経営局長が定めた当該都道府県に係る

その年の10アール当たり収穫量が前年のものと同一であり、かつ、

その年の組合等の10アール当たり収穫量を定める場合に基礎とすべ

き１の（１）の市町村ごとの平均10アール当たり収穫量又は１の（

２）の組合等ごとの平均10アール当たり収穫量が、前年の組合等の

10アール当たり収穫量を定める場合に基礎とした１の（１）のアの

市町村ごとの平均10アール当たり収穫量又は１の（２）のアの組合

等ごとの平均10アール当たり収穫量とほとんど差がない場合は、前

年の組合等の10アール当たり収穫量と同一の数量をその年の組合等

の10アール当たり収穫量として定めることができる。ただし、この

措置は、１の（１）のウの都道府県の平均10アール当たり収穫量を

算出した場合の基礎的な条件（例えば、市町村ごとの平均10アール

当たり収穫量等）にそれほどの変化がないことを前提としているの

であるから、それらの基礎的な条件のいずれかに著しい変化があっ

た場合には、１に従って計算し、組合等ごとの10アール当たり収穫

量を新たに定める。 

３ 経営局長への報告 

都道府県知事は、１又は２により組合等ごとの10アール当たり収

穫量を決定し、通知したときは、遅滞なく、その組合等ごとの10ア

ール当たり収穫量及びその算出方法の一覧表を作成して経営局長に

報告する。なお、１の（１）のアの（イ）又は１の（２）のアの（

イ）により市町村又は組合等ごとの平均10アール当たり収穫量を修

正して10アール当たり収穫量を定めた組合等については、その理由

を、また２により前年と同一の組合等ごとの10アール当たり収穫量

を定めた場合には、その旨を、併せて報告する。 

 

  ４ （略） 

第９節～第19節 （略） 

第２章 引受事務 

第１節 

第２章 引受事務 

第１節 
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第１～第11 （略） 

第12 引受通知書の作成及び提出 

１ 引受通知書 

（１）（略） 

（２）特定組合等は、事業規程等で定める当該共済目的の種類に係る

最後の共済掛金払込期限の１か月後までに、引受内容を引受通知

書として、様式第８－２号により農作物政府保険区分ごと及び共

済目的の種類ごとに取りまとめ、農林水産大臣に提出するととも

に、一の都道府県の区域をその区域とする特定組合にあってはそ

の写しを都道府県知事に送付しなければならない。 

２ （略） 

第２節・第３節 （略） 

第１～第11 （略） 

第12 引受通知書の作成及び提出 

１ 引受通知書 

（１）（略） 

（２）特定組合等は、事業規程等で定める当該共済目的の種類に係る

最後の共済掛金払込期限の１か月後までに、引受内容を引受通知

書として、様式第８－２号により農作物政府保険区分ごと及び共

済目的の種類ごとに取りまとめ、農林水産大臣に提出するととも

に、１の都道府県の区域をその区域とする特定組合にあってはそ

の写しを都道府県知事に送付しなければならない。 

２ （略） 

第２節・第３節 （略） 

附 則 （令和７年２月13日付け６経営第2421号） 

この通知は、令和７年２月13日から施行する。 
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果樹共済引受要綱（平成30年９月11日付け30経営第1305号農林水産省経営局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

第１章 通則 

第１節～第７節 （略） 

第８節 標準収穫量及び樹園地別標準収穫量 

第１章 通則 

第１節～第７節 （略） 

第８節 標準収穫量及び樹園地別標準収穫量 

 第１～第６ （略）   第１～第６ （略） 

 第７ 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量  第７ 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量 

１ 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量 

第５の３の（１）の経営局長が定める10アール当たり収穫量は、

特定組合等以外の組合等及び一の都道府県の区域をその区域とする

特定組合等にあっては、経営局長が都道府県知事に対して通知した

当該都道府県の当該共済目的の種類に係る果実の年産ごとの10アー

ル当たり収穫量（以下「農林水産省通知10アール当たり収穫量」と

いう。）を基礎として、都道府県知事が果実の年産ごと、類区分ご

と及び組合等ごとに次の方法により定める10アール当たり収穫量と

する。 

ただし、都道府県知事は、一の都道府県の区域をその区域とする

特定組合に対しては、農林水産大臣が品種、栽培方法等に応じた区

分を定めていない共済目的の種類について次の（１）から（４）ま

での方法による計算が不要と判断した場合にあっては、（１）から

（４）までの方法によらず、農林水産省通知10アール当たり収穫量

と同じ値を定めることができる。 

１ 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量 

第５の３の（１）の経営局長が定める10アール当たり収穫量は

、特定組合等以外の組合等及び一の都道府県の区域をその区域と

する特定組合等にあっては、経営局長が都道府県知事に対して通

知した当該都道府県の当該共済目的の種類に係る果実の年産ごと

の10アール当たり収穫量を基礎として、都道府県知事が果実の年

産ごと、類区分ごと及び組合等ごとに次の方法により定める10ア

ール当たり収穫量とする。 

 

（新設） 

（１）・（２） （略） 

（３）都道府県知事が定める10アール当たり収穫量を次の算式により

算定する。 

 

 

 

 

 

 

（４） （略） 

（１）の組合

等ごとの平均

10アール当た

り収穫量 

× 

農林水産省通知10アール当

たり収穫量 

（２）による都道府県の平

均10アール当たり収穫量 

（１）・（２） （略） 

（３）都道府県知事が定める10アール当たり収穫量を次の算式により

算定する。 

 

 

 

 

 

 

（４） （略） 

（１）の組合

等ごとの平均

10アール当た

り収穫量 

× 

経営局長が通知した10アー

ル当たり収穫量 

（２）による都道府県の平

均10アール当たり収穫量 
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  ２ 10アール当たり収穫量の据置き  

都道府県知事は、農林水産省通知10アール当たり収穫量が、前年

産と同一であり、かつ、その年産の組合等の10アール当たり収穫量

を定める場合に基礎とすべき組合等ごとの平均10アール当たり収穫

量が前年産の組合等の10アール当たり収穫量を定める場合に基礎と

した組合等ごとの平均10アール当たり収穫量とほとんど差がないと

きは、１にかかわらず、前年産の組合等の10アール当たり収穫量と

同一の数量を、その年産の組合等の10アール当たり収穫量として定

めることができる。 

  ３ 経営局長への報告 

    都道府県知事は、１又は２により経営局長が定める10アール当た

り収穫量を決定し、通知したときは、遅滞なく、その組合等ごとの

10アール当たり収穫量及びその算出方法の報告書（様式第４号）を

作成して経営局長に報告する。 

    なお、１の（１）のカにより組合等ごとの平均10アール当たり収

穫量を修正して定めた組合等についてはその理由を、また、１のた

だし書の規定に基づき農林水産省通知10アール当たり収穫量と同じ

値を組合等ごとの10アール当たり収穫量として定めた場合又は２に

より前年と同一の組合等ごとの10アール当たり収穫量を定めた場合

はその旨を、併せて報告する。 

２ 10アール当たり収穫量の据置き  

都道府県知事は、経営局長が都道府県知事に対して通知した果実

の年産ごとの10アール当たり収穫量が、前年産と同一であり、かつ

、その年産の組合等の10アール当たり収穫量を定める場合に基礎と

すべき組合等ごとの平均10アール当たり収穫量が前年産の組合等の

10アール当たり収穫量を定める場合に基礎とした組合等ごとの平均

10アール当たり収穫量とほとんど差がないときは、１にかかわらず

、前年産の組合等の10アール当たり収穫量と同一の数量を、その年

産の組合等の10アール当たり収穫量として定めることができる。 

  ３ 経営局長への報告 

    都道府県知事は、１又は２により経営局長が定める10アール当た

り収穫量を決定し、通知したときは、遅滞なく、その組合等ごとの

10アール当たり収穫量及びその算出方法の報告書（様式第４号）を

作成して経営局長に報告する。 

    なお、１の（１）のカにより組合等ごとの平均10アール当たり収

穫量を修正して定めた組合等についてはその理由を、また、２によ

り前年と同一の組合等ごとの10アール当たり収穫量を定めた場合は

その旨を、併せて報告する。 

第９節～第19節 （略） 第９節～第19節 （略） 

附 則 （令和７年２月13日付け６経営第2421号） 

この通知は、令和７年２月13日から施行する。 
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畑作物共済引受要綱（平成30年７月27日付け30経営第1044号農林水産省経営局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

第１章 通則 

第１節～第７節 （略） 

第８節 基準収穫量、耕地別基準収穫量及び基準収繭量 

第１章 通則 

第１節～第７節 （略） 

第８節 基準収穫量、耕地別基準収穫量及び基準収繭量 

 第１～第４ （略）  第１～第４ （略） 

 第５ 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量  第５ 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量 

１ 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量 

都道府県知事は、経営局長が都道府県知事に対して通知した当該

都道府県の当該共済目的の種類に係るその年の10アール当たり収穫

量（以下「経営局長通知収穫量」という。）を基礎として、特定組

合等以外の組合等及び一の都道府県の区域をその区域とする特定組

合ごとに、毎年、類区分（さとうきびについては、栽培型の別。以

下第５において同じ。）ごとの10アール当たり収穫量を次の（１）

の方法により定め、組合等に通知する。  

なお、（１）の方法により定めることができない場合は、（２）

の方法により定める。 

ただし、一の都道府県の区域をその区域とする特定組合に対して

は、農林水産大臣が品種、栽培方法等に応じた区分を定めていない

共済目的の種類について都道府県知事が（１）又は（２）の方法に

よる計算が不要と判断した場合にあっては、（１）又は（２）の方

法によらず、経営局長通知収穫量と同じ値を定め、当該特定組合に

通知することができる。 

また、帳簿全相殺方式における類区分については、次の（１）又

は（２）の方法により定めた類区分ごとの10アール当たり収穫量を

基礎として、当該類区分の栽培面積を重みとして算術平均した値を

当該区分の10アール当たり収穫量として定め、組合等に通知するも

のとする。 

 

（１）市町村ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。 

ア～ウ （略） 

１ 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量 

都道府県知事は、経営局長が都道府県知事に対して通知した当該

都道府県の当該共済目的の種類に係るその年の10アール当たり収穫

量を基礎として、特定組合等以外の組合等及び一の都道府県の区域

をその区域とする特定組合ごとに、毎年、類区分（さとうきびにつ

いては、栽培型の別。帳簿全相殺方式における類区分を除く。以下

第５において同じ。）ごとの10アール当たり収穫量を次の（１）の

方法により定め、組合等に通知する。 

なお、（１）の方法により定めることができない場合は、（２）

の方法により定める。  

（新設） 

 

 

 

 

 

また、帳簿全相殺方式における類区分については、次の（１）又

は（２）の方法により定めた類区分ごとの10アール当たり収穫量を

基礎として、当該類区分の栽培面積を重みとして算術平均した値を

当該区分の10アール当たり収穫量として定め、組合等に通知するも

のとする。 

 

（１）市町村ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。 

ア～ウ （略） 
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エ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定 

ウにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する経営局長通知収穫量の比率を求め、次のとおり組合等ご

との10アール当たり収穫量を決定する。 

 

（略） 

（ア）・（イ）（略） 

（２）組合等ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。 

ア・イ （略） 

ウ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定 

イにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する経営局長通知収穫量の比率を求め、その比率をアの組合

等ごとの平均10アール当たり収穫量に乗じて得られた数量を組

合等ごとの10アール当たり収穫量として決定する。 

 

（略） 

エ （略） 

エ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定 

ウにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する経営局長が毎年定める当該都道府県に係る10アール当た

り収穫量の比率を求め、次のとおり組合等ごとの10アール当た

り収穫量を決定する。 

（略） 

（ア）・（イ）（略） 

（２）組合等ごとの平均10アール当たり収穫量を基に次により定める

。 

ア・イ （略） 

ウ 組合等ごとの10アール当たり収穫量の決定 

イにより算出された都道府県の平均10アール当たり収穫量に

対する経営局長が毎年定める当該都道府県に係るその年の10ア

ール当たり収穫量の比率を求め、その比率をアの組合等ごとの

平均10アール当たり収穫量に乗じて得られた数量を組合等ごと

の10アール当たり収穫量として決定する。 

（略） 

エ （略） 

２ 10アール当たり収穫量の据置き 

都道府県知事は１により組合等ごとの10アール当たり収穫量を定

めることを原則とするが、経営局長通知収穫量が前年産の10アール

当たり収穫量と同一であり、かつ、その年産の組合等の10アール当

たり収穫量を定める際に基礎とすべき、１の（１）のアの市町村ご

との平均10アール当たり収穫量又は１の（２）のアの組合等ごとの

平均10アール当たり収穫量が、前年産の組合等の10アール当たり収

穫量を定めた際に基礎とした１の（１）のアの市町村ごとの平均10

アール当たり収穫量又は１の（２）のアの組合等ごとの平均10アー

ル当たり収穫量とほとんど差がない場合は、前年産の組合等の10ア

ール当たり収穫量と同一の数量をその年産の組合等の10アール当た

り収穫量として定めることができる。 

 

３ 経営局長への報告 

２ 10アール当たり収穫量の据置き 

都道府県知事は１により組合等ごとの10アール当たり収穫量を定

めることを原則とするが、経営局長が毎年定める当該都道府県に係

るその年の10アール当たり収穫量が前年産の10アール当たり収穫量

と同一であり、かつ、その年産の組合等の10アール当たり収穫量を

定める際に基礎とすべき、１の（１）のアの市町村ごとの平均10ア

ール当たり収穫量又は１の（２）のアの組合等ごとの平均10アール

当たり収穫量が、前年産の組合等の10アール当たり収穫量を定めた

際に基礎とした１の（１）のアの市町村ごとの平均10アール当たり

収穫量又は１の（２）のアの組合等ごとの平均10アール当たり収穫

量とほとんど差がない場合は、前年産の組合等の10アール当たり収

穫量と同一の数量をその年産の組合等の10アール当たり収穫量とし

て定めることができる。 

３ 経営局長への報告 
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都道府県知事は、１及び２により組合等ごとの10アール当たり収

穫量を決定し、通知したときは、遅滞なく、その組合等ごとの10ア

ール当たり収穫量の一覧表（様式第18号）を作成して、経営局長に

報告する。 

なお、１の（１）のアの（イ）又は１の（２）のアの（イ）によ

り平均10アール当たり収穫量を修正した場合、並びに１の（１）の

エのただし書又は１の（２）のウのただし書により組合等ごとの10

アール当たり収穫量を定めた場合についてはその理由を、また、１

のただし書の規定に基づき経営局長通知収穫量と同じ値を定めた場

合又は２により前年と同一の組合等ごとの10アール当たり収穫量を

定めた場合にはその旨を、併せて報告する。 

４ （略） 

都道府県知事は、１及び２により組合等ごとの10アール当たり収

穫量を決定し、通知したときは、遅滞なく、その組合等ごとの10ア

ール当たり収穫量の一覧表（様式第18号）を作成して、経営局長に

報告する。 

なお、１の（１）のアの（イ）又は１の（２）のアの（イ）によ

り平均10アール当たり収穫量を修正した場合、並びに１の（１）の

エのただし書又は１の（２）のウのただし書により組合等ごとの10

アール当たり収穫量を定めた場合についてはその理由を、また、２

により前年と同一の組合等ごとの10アール当たり収穫量を定めた場

合にはその旨を、併せて報告する。 

 

４ （略） 

第９節～第19節 （略） 第９節～第19節 （略） 

附 則 （令和７年２月13日付け６経営第2421号） 

この通知は、令和７年２月13日から施行する。 


